
空き家等を提供していただける方（売り手・貸し手）の利用手順 

【問合せ・申込み】 

〒313-8611 茨城県常陸太田市金井町 3690番地 

  常陸太田市 企画部 少子化・人口減少対策課 移住・定住相談室「じょうづるライフ 3110」 

  ○TEL  ：0294-72-3110【時間：9：00～17：00】 

または 0294-72-3111（市代表番号） 

○メール：kikaku3@city.hitachiota.lg.jp 

 事項 内容 

1 物件登録の申込み 

売却・賃貸物件の提供を希望する方は、下記の書類に必要事項を記入の

うえ、少子化・人口減少対策課へ提出してください。（郵送可） 

【必要書類】 

 ・常陸太田市空き家・空き地バンク物件登録申込書（様式第１号） 

 ・常陸太田市空き家・空き地バンク物件登録概要書（様式第２号） 

 ・同意書（様式第３号） 

 ・全部事項証明書の写し（法務局で発行） 

 ・該当物件の内容がわかる固定資産税の納税通知書・課税明細書の写し 

※ 契約交渉の仲介を行う業者をご指定いただくか、公益社団法人茨城県宅

地建物取引業協会若しくは公益社団法人全日本不動産協会茨城県本部の会

員の中から仲介業者の推薦を依頼するか選択してください。 

※ 仲介業者の仲介には、宅地建物取引業法の規定に基づく仲介手数料が発

生します。 

2 事前調査 

登録物件として適切かどうか、市の担当者が提出書類の確認や現地・物

件の事前調査を行います。 

※ 登記された物件であり，現況と一致するものであることを確認します。 

3 仲介業者決定 

仲介業者の決定後、常陸太田市空き家・空き地バンク仲介業者決定通知

書（様式第４号）にて通知します。その後、仲介業者と現地調査の日程を

調整させていただきます。 

4 三者での現地調査 

空き家等の所有者に立ち会っていただき、仲介業者及び市の担当者が現

地調査を行います。 

 空き家・空き地バンクホームページに掲載する写真撮影及び間取りや設

備等の確認をさせていただきます。 

老朽化による大規模な修繕を必要としないものであることを確認しま

す。 

5 登録完了 

 所有者と仲介業者で媒介契約を締結していただいた後、バンクへの物件

登録手続きを行います。 

登録完了の際は、常陸太田市空き家・空き地バンク物件登録通知書（様

式第５号）により通知します。登録内容を確認していただいて、間違いが

なければ空き家・空き地バンクホームページ等に掲載します。 

※市は仲介及び契約に関するトラブル等については、一切関与しません。 


